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は
じ
め
に

『
顏
氏
家
訓
』を
著
し
た
顏
之
推
は
、梁
の
武
帝
の
中
大
通
三（
五
三
一
）

年
に
江
陵
で
生
ま
れ
、
天
正
元
（
五
五
一
）
年
、
侯
景
の
配
下
に
拉
致

さ
れ
た
。
侯
景
が
敗
死
し
て
江
陵
に
歸
還
し
た
の
も
束
の
閒
、
承
圣
四

（
五
五
四
）
年
に
、
西
魏
が
江
陵
に
侵
入
し
て
元
帝
は
殺
さ
れ
、
再
び
拉

致
さ
れ
て
關
中
に
送
ら
れ
た
。
顏
之
推
二
十
四
歲
の
こ
と
で
あ
る
。
天

保
六
（
五
五
五
）
年
、
密
か
に
脫
走
し
て
北
齊
の
鄴
に
迯
れ
、
南
歸
の

⺇
を
窺
っ
た
が
果
た
せ
ず
、
北
齊
が
滅
亡
す
る
承
光
元
（
五
七
七
）
年

ま
で
留
ま
っ
た
。
北
齊
で
は
、
奉
朝
請
か
ら
黃
門
侍
郞
に
至
り
、
文
林

館
を
李
德
林
と
統
括
し
て
、
類
書
の
『
修
文
殿
御
覽
』、『
續
文
章
流
別
』

な
ど
の
大
編
纂
事
業
を
完
成
す
る
。
北
齊
が
北
週
に
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、

北
週
の
武
帝
に
よ
っ
て
關
中
に
移
住
さ
せ
ら
れ
、
北
週
に
仕
え
た
。
隋

の
中
國
統
一
を
見
屆
け
、
六
十
歲
を
越
え
て
閒
も
な
く
、『
顏
氏
家
訓
』

終
制
篇
を
し
た
た
め
て
、
開
皇
九
（
五
九
一
）
年
に
卒
し
た

（
１
）。

そ
の
十

年
後
の
仁
壽
元
（
六
〇
一
）
年
、
隋
の
文
帝
は
、
儒
敎
敎
育
援
助
を
制

限
す
る
一
方
で
、
佛
舍
利
を
全
國
に
分
骨
し
て
、
佛
敎
を
國
家
支
配
の

中
心
に
据
え
る
。

顏
之
推
は
、
南
朝
佛
敎
の
全
盛
期
で
あ
る
梁
の
武
帝
期
に
多
感
な
靑

年
時
代
を
過
ご
す
一
方
で
、
北
週
武
帝
の
廢
佛
を
目
の
當
た
り
に
し
て

い
る
。
佛
敎
信
者
の
家
に
生
ま
れ
た
顏
之
推
は

（
２
）、

こ
う
し
た
生
涯
の
中

で
、
ど
の
よ
う
な
佛
敎
信
仰
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
顏
氏
家
訓
』
歸
心
篇
に
つ
い
て
、
宇
都
宮
淸
吉
は
、『
維
摩
經
』
的

な
意
味
で
の
知
的
乃
至
哲
學
的
な
要
素
は
全
然
存
在
し
な
い
、
平
板
な

顏
之
推
の
佛
敎
信
仰

渡　

邉　

義　

澔
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此
岸
的
理
解
と
そ
の
描
寫
に
終
わ
っ
て
い
て
、
高
い
靈
魂
の
飛
翔
の
羽

ば
た
き
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
と
い
う

（
３
）。

ま
た
、
勝
村
哲
也
は
、
顏
之
推

の
「
信
仰
の
世
界
は
、
倫
理
の
世
界
が
そ
の
ま
ま
擴
延
し
た
、
同
一
平

面
上
に
あ
る
世
界
で
あ
っ
た
」
と
い
う
宇
都
宮
の
結
論
を
承
認
し
な
が

ら
も
、
そ
の
論
證
方
法
に
異
義
を
唱
え
、
顏
之
推
の
佛
敎
理
解
と
佛
敎

信
仰
と
の
閒
に
は
、は
っ
き
り
し
た
斷
層
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
す
る

（
４
）。

そ
し
て
、
と
り
た
て
て
深
い
思
想
を
も
た
ぬ
平
凡
な
一
士
大

夫
に
お
け
る
佛
敎
受
容
の
精
神
を
歸
心
篇
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、
吉
川
忠
夫
は
、「
顏
之
推
小
論
」
で
は
顏
之
推
の

佛
敎
理
解
を
低
次
と
し
て
い
た
が
、宇
都
宮
・
勝
村
論
文
を
承
け
て
「
低

次
」
と
の
認
識
を
改
め
、
排
佛
論
の
流
れ
の
中
に
歸
心
篇
を
位
置
付
け

直
し
た
。
そ
し
て
、
歸
心
篇
の
末
尾
に
應
報
譚
數
條
を
附
載
す
る
こ
と

に
註
目
し
、
自
己
の
行
爲
の
善
惡
が
子
孫
に
報
い
る
と
い
う
中
國
固
有

の
應
報
說
が
微
妙
に
影
を
落
と
し
て
い
る
、
と
主
張
す
る

（
５
）。

本
論
文
は
、『
顏
氏
家
訓
』
歸
心
篇
を
中
心
に
、
儒
佛
の
優
劣
、
輪
廻
・

應
報
と
孝
、
國
家
と
佛
敎
と
い
う
三
つ
の
視
座
よ
り
先
行
硏
究
を
檢
討

し
直
し
、顏
之
推
の
佛
敎
信
仰
の
特
徵
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

一
、
儒
佛
の
優
劣

『
顏
氏
家
訓
』
歸
心
篇
は
、
儒
佛
の
關
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

原
ぬ
る
に
夫
れ
四
塵
・
五
廕
は
、
形
有
を
剖
析
し
、
六
舟
・
三
駕

は
、
羣
生
を
運
載
す
。
萬
行
は
空
に
歸
し
、
千
門
は
善
に
入
る
。

辯
才
智
惠
、
豈
に
徒
だ
七
經
・
百
氏
の
愽
の
み
な
ら
ん
や
。

①
明

ら
か
に
堯
舜
・
週
孔
の
乁
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り
。②
內
外
の
兩
敎
は
、

本
は
一
體
爲た

る
も
、
漸
積
し
て
異
を
爲
し
、
深
淺
は
同
じ
か
ら
ず
。

③
內
典
の
初
門
、
五
種
の
禁
を
設
く
。
外
典
の
仁
・
義
・
禮
・
智
・
信
、

皆
之
と
符
す
。
仁
な
る
者
は
、不
殺
の
禁
な
り
。
義
な
る
者
は
、

不
盜
の
禁
な
り
。
禮
な
る
者
は
、不
邪
の
禁
な
り
。
智
な
る
者
は
、

不
酒
の
禁
な
り
。
信
な
る
者
は
、
不
妄
の
禁
な
り
。
畋
狩
・
軍
旅
・

燕
享
・
刑
罰
の
如
き
に
至
り
て
は
、
民
の
性
に
因
り
て
、
卒
に
は

除
く
可
か
ら
ず
。
就
ち
之
を
節
と
爲
し
て
、
淫
濫
せ
ざ
ら
し
む
る

の
み
。

④
週
・
孔
に
歸
し
て
釋
宗
に
背
く
は
、
何
ぞ
其
の
迷
へ
る

や
（
６
）。

顏
之
推
は
、
儒
佛
一
致
論
の
系
譜
を
承
け
な
が
ら
も
、
儒
佛
を
同
列

に
扱
う
こ
と
は
な
く
、
①
「
堯
舜
・
週
孔
の
乁
ぶ
所
」
で
は
な
い
と
、

佛
敎
の
優
越
を
說
く
。
安
籘
信
廣
は
、「
觀
我
生
賦
」
の
分
析
に
よ
り
、
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顏
之
推
が
儒
敎
に
支
え
ら
れ
る
王
朝
的
倫
理
の
根
底
に
あ
る
「
天
」
へ

の
信
賴
を
問
い
直
す
こ
と
を
通
じ
て
、
佛
敎
へ
傾
斜
し
て
い
っ
た
、
と

理
解
す
る

（
７
）。

そ
う
し
た
儒
敎
の
「
天
」
へ
の
疑
問
も
あ
っ
て
、
顏
之
推

は
、
子
孫
に
對
し
て
④
「
釋
宗
に
背
く
」
こ
と
な
く
、
佛
敎
に
歸
依
す

べ
き
と
强
く
勸
め
る
の
で
あ
る
。

顏
之
推
が
、佛
敎
を
信
仰
し
な
が
ら
も
、『
顏
氏
家
訓
』
の
他
の
篇
で
、

儒
敎
を
身
體
化
し
て
生
き
る
こ
と
を
推
奬
す
る
の
は
、
儒
佛
一
致
論
に

立
ち
な
が
ら
儒
敎
が
佛
敎
に
麭
含
さ
れ
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
儒

敎
よ
り
も
佛
敎
が
深
く
、
根
底
性
を
持
つ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
顏
之

推
は
、
③
「
外
典
の
仁
・
義
・
禮
・
智
・
信
」
と
い
う
、
儒
敎
で
は
最

高
の
德
目
と
さ
れ
る
仁
を
含
む
「
五
常
」
を
③
「
內
典
の
初
門
」、
す

な
わ
ち
佛
敎
で
は
未
だ
入
り
口
に
過
ぎ
な
い
、と
把
握
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
論
據
が
、「
五
戒
五
常
說
」
で
あ
る
。

「
五
戒
」
と
は
、
不
殺
生
・
不
偸
盜
・
不
邪
婬
・
不
妄
語
・
不
飮
酒

の
こ
と
で
、
中
國
で
は
大
乘
・
小
乘
、
在
家
・
出
家
に
通
ず
る
「
戒
」

と
さ
れ
た
根
本
原
理
で
あ
る
。
そ
の
五
戒
が
、そ
れ
ぞ
れ
儒
敎
の
仁
（
不

殺
生
）・
義
（
不
偸
盜
）・
禮
（
不
邪
婬
）・
智
（
不
飮
酒
）・
信
（
不
妄
語
）

の
「
五
常
」
に
當
た
る
と
す
る
「
五
戒
五
常
說
」
は
、北
魏
の
曇
靖
が
、

文
成
帝
の
こ
ろ
に
、
佛
敎
復
興
を
期
し
て
撰
述
し
た
疑
經
『
提
謂
波
利

經
』
に
初
め
て
見
ら
れ
る
說
で
あ
る
。
後
述
す
る
梁
の
沈
約
の
「
均
圣

論
」
に
、五
戒
は
「
儒
典
の
禁
と
す
る
所
」
と
あ
り
、北
齊
の
魏
收
の
『
魏

書
』
釋
老
志
に
も
五
戒
と
五
常
の
一
致
は
說
か
れ
て
い
る
の
で
、
顏
之

推
は
こ
れ
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
て
よ
い

（
８
）。

そ
れ
で
も
、
顏
之
推
が
佛
敎
を
儒
敎
に
優
越
さ
せ
る
こ
と
は
、
儒
佛

一
致
論
の
系
譜
に
お
い
て
、
特
徵
的
な
こ
と
で
あ
る
。
東
晉
の
孫
綽
の

「
喩
衟
論
」
は
、
週
公
・
孔
子
と
は
佛
に
他
な
ら
ず
、
佛
と
は
週
公
・

孔
子
に
他
な
ら
な
い
と
、
佛
敎
と
儒
敎
の
一
致
を
原
初
的
に
說
く

（
９
）。

こ

こ
で
は
儒
佛
は
對
等
で
あ
る
。
東
晉
の
慧
遠
の
「
答
何
鎭
南
」
も
、
佛

敎
と
儒
敎
、
釋
迦
と
週
公
・
孔
子
と
は
、
敎
の
立
て
方
は
異
な
る
が
、

互
い
に
密
接
な
關
係
を
持
ち
、
世
俗
を
超
越
す
る
か
否
か
の
違
い
は
あ

る
が
、
落
ち
着
く
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る）

（（
（

。
こ
れ
ら

の
儒
佛
一
致
論
は
、
儒
敎
と
佛
敎
を
對
等
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
顏
之
推
の
祖
先
に
あ
た
る
劉
宋
の
顏
延
之
の
「
釋
逹
性
論
」（
元

嘉
九
〈
四
三
二
〉
年
ご
ろ
）
は）

（（
（

、何
承
天
の
「
逹
性
論
」
に
反
駁
す
る
中
で
、

儒
敎
の
立
場
か
ら
說
か
れ
る
帝
王
と
佛
敎
の
い
わ
ゆ
る
「
衆
生
」
の
觀

念
と
が
、
中
國
の
傳
統
的
な
禮
法
を
亂
す
こ
と
な
く
、
相
互
に
調
和
的

に
共
存
し
得
る
、
と
說
い
た
。
こ
こ
で
も
、
儒
敎
と
佛
敎
と
は
、
對
等

な
立
場
と
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
泰
始
四
（
四
六
七
）
年
に
著
さ
れ
た
劉
宋
の
顧
歡
の
「
夷

夏
論
」
で
は）

（（
（

、
衟
敎
と
佛
敎
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
「
衟
」
を
理
想
と
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す
る
の
に
、
互
い
に
異
な
る
「
衟
」
と
考
え
、
中
國
と
イ
ン
ド
は
二
つ

の
「
俗
」
で
あ
る
の
に
、
一
つ
の
敎
え
で
優
劣
を
定
め
よ
う
と
す
る
た

め
に
對
立
が
起
こ
る
。「
衟
」
が
同
一
で
あ
れ
ば
、「
俗
」
を
異
に
す
る

中
國
に
、
夷
狄
の
敎
え
を
廣
め
る
必
要
は
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
排
佛
論
で
あ
る
た
め
、
衟
敎
（
儒
敎
を
含
む
）
が
上
と
さ
れ
て

お
り
、顏
之
推
と
は
反
對
の
立
場
か
ら
の
儒
佛
一
致
論
と
な
る
。
ま
た
、

沈
約
の
「
均
圣
論
」（
天
監
二
～
三
〈
五
〇
三
～
四
〉
年
）
は
、
陶
弘
景
と

の
論
爭
の
中
で
、
內
圣
（
佛
）
と
外
圣
（
儒
敎
の
圣
人
）
と
は
、
立
場
を

同
じ
く
し
、
理
法
は
一
つ
で
あ
る
、
と
述
べ
、
佛
敎
と
儒
敎
を
同
等
と

考
え
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
儒
佛
一
致
論
の
系
譜
の
中
に
お
い
て
、
儒

敎
と
佛
敎
を
同
等
と
せ
ず
、
佛
敎
の
優
越
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
顏
之

推
の
特
徵
と
考
え
て
よ
い
。

儒
敎
よ
り
も
佛
敎
の
優
越
を
說
く
顏
之
推
は
、
こ
れ
ま
で
の
排
佛
論

を
五
つ
に
整
理
し
、
そ
れ
に
對
す
る
反
論
を
逐
一
述
べ
て
い
く
。

俗
の
謗
る
者
、
大
抵
五
有
り
。
其
の
一
は
、

①
世
界
の
外
事
乁と

神

化
の
方
無
き
を
以
て
、
迂
誕
と
爲
す
な
り
。
其
の
二
は
、

②
吉
凶

禍
福
の
或
い
は
未
だ
報
應
せ
ざ
る
を
以
て
、
欺
誑
と
爲
す
な
り
。

其
の
三
は
、

③
僧
尼
の
行
業
の
多
く
精
純
な
ら
ざ
る
を
以
て
、
姦

慝
と
爲
す
な
り
。
其
の
四
は
、

④
金
寶
を
糜
費
し
課
役
を
減
耗
す

る
を
以
て
、
國
を
損
ふ
と
爲
す
な
り
。
其
の
五
は
、

⑤
縱
ひ
因
緣

有
り
て
善
惡
に
報
ゆ
と
も
、
安
ん
ぞ
能
く
今
日
の
甲
を
辛
苦
し
、

後
世
の
乙
を
利
益
せ
ん
や
と
い
ふ
を
以
て
、
人
を
異
に
す
と
爲
す

な
り
。
今
竝
び
に
之
を
下
に
釋
し
て
云
ふ）

（（
（

。

顏
之
推
は
、
こ
れ
ま
で
の
排
佛
論
の
主
張
を
①
大
宇
宙
觀
（
三
千
大

千
世
界
）
の
虛
妄
、
②
因
果
應
報
說
の
欺
瞞
、
③
僧
侶
の
非
行
、
④
國

家
へ
の
損
害
、
⑤
來
世
の
信
じ
難
さ
の
五
點
に
整
理
す
る
。
こ
の
よ
う

な
排
佛
論
の
類
型
化
は
、
顏
之
推
よ
り
以
前
、
梁
の
僧
祐
の
「
弘
明
論

（
弘
明
集
後
序
）」（
天
監
十
七
〈
五
一
八
〉
年
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

僧
祐
は
、
排
佛
論
を
六
點
に
分
け
て
整
理
し
て
い
る
。
⑴
佛
說
は
、

迂
遠
で
大
げ
さ
で
現
實
性
が
な
い
（
顏
之
推
の
①
に
相
當
、
以
下
同
）。
⑵

人
閒
が
死
ね
ば
靈
魂
は
滅
び
、
三
世
は
存
在
し
な
い
（
②
・
⑤
）。
⑶
本

物
の
佛
は
見
た
こ
と
が
な
く
、國
家
の
政
治
に
も
無
益
で
あ
る（
③
・
④
）。

⑷
古
に
は
佛
法
の
敎
え
は
存
在
せ
ず
、
漢
代
に
出
現
し
た
。
⑸
佛
の
敎

え
は
、
戎
の
地
域
を
主
眼
と
し
、
中
華
に
は
不
适
切
で
あ
る
。
⑹
漢
魏

の
佛
法
は
微
々
た
る
も
の
で
、
晉
に
な
っ
て
始
め
て
盛
ん
と
な
っ
た
。

以
上
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
僧
祐
が
整
理
し
た
六
點
の
う
ち
、
顏
之
推
の
整
理
は

⑴
か
ら
⑶
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
顏
之
推
の
こ
ろ

に
は
、
⑷
漢
に
傳
來
し
て
⑹
晉
に
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
う
佛
敎
の
歷
史

の
淺
さ
と
、
⑸
夷
狄
の
宗
敎
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
排
佛
論
は
終
焉
を
迎



顏
之
推
の
佛
敎
信
仰
（
渡
邉
）

（ � ）

え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
漢
の
「
古
典
」
化）

（（
（

、
す
な
わ
ち
漢
代
に
傳
わ

っ
て
い
れ
ば
、
十
分
に
中
國
の
宗
敎
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
意
識
と
、

胡
漢
融
合
勢
力
の
隋
に
よ
る
中
國
統
一
を
背
景
と
し
た
華
夷
思
想
に
基

づ
く
排
佛
の
終
焉）

（（
（

と
い
う
歷
史
的
な
背
景
が
存
在
す
る
。換
言
す
れ
ば
、

顏
之
推
に
よ
る
排
佛
論
整
理
の
特
徵
は
、
歷
史
的
な
背
景
に
解
消
で
き

る
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
主
張
を
「
釋
」
と
し
て
述
べ
る
た
め
の
前
提

と
考
え
て
よ
い
。

顏
之
推
は
、
こ
の
の
ち
「
釋
」
と
し
て
、
排
佛
論
の
五
つ
の
主
張
に

對
し
て
反
論
し
て
い
く
。
①
大
宇
宙
觀
（
三
千
大
千
世
界
）
の
虛
妄
に
對

し
て
は
、
人
閒
の
常
識
で
は
、
宇
宙
の
外
部
の
こ
と
を
把
握
で
き
ず
、

自
分
の
見
聞
し
て
い
な
い
こ
と
を
信
賴
し
な
い
が
、
佛
の
神
通
力
や
感

應
力
は
量
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
反
論
す
る
（
釋
一
）。
な
お
、

「
釋
一
」
に
展
開
さ
れ
る
天
文
說
か
ら
、註
（
３
）
所
揭
宇
都
宮
論
文
は
、

歸
心
篇
を
北
週
の
滅
亡
後
、隋
の
開
皇
四
年
か
ら
十
一
年
の
閒
（
五
八
四

～
五
九
一
年
）
に
書
か
れ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
③
僧
侶
の
非
行
に

對
し
て
は
、
非
行
を
犯
す
者
は
儒
敎
を
學
ん
だ
者
に
も
多
く
、
僧
侶
の

み
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
お
か
し
い
、
と
す
る
（
釋
三
）。
こ
れ
は
、
敎

理
に
基
づ
く
反
論
で
は
な
く
、
議
論
と
し
て
の
說
得
力
は
、
他
の
釋
よ

り
劣
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
、
④
國
家
へ
の
損
害
に
對
す
る

「
釋
四
」
は
、
顏
之
推
の
佛
敎
理
解
の
特
徵
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
三

で
詳
述
し
た
い
。

②
因
果
應
報
說
の
欺
瞞
に
つ
い
て
は
、
應
報
を
「
九
流
百
家
」
の
い

ず
れ
も
が
說
く
も
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
佛
敎
の
そ
れ
だ
け
を
虛
妄
と
す

る
こ
と
は
お
か
し
い
。
因
果
應
報
を
僞
り
と
考
え
る
こ
と
は
、
堯
・
舜

や
週
公
旦
・
孔
子
の
言
葉
を
僞
り
と
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
し
て
い
る

（
釋
二）

（（
（

）。
祖
先
の
顏
延
之
が
輪
廻
轉
生
や
因
果
應
報
を
陰
陽
說
に
よ
っ

て
理
解
す
る
よ
う
に）

（（
（

、
因
果
應
報
を
中
國
古
來
の
思
想
に
求
め
る
こ
と

は
、
顏
之
推
だ
け
の
特
徵
で
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
、
中
國
の

思
想
に
佛
敎
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
急
で
、
佛
敎
の
本
質
と
は
異
な
る
反

論
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
⑤
來
世
の
信
じ
難
さ
に
對
す

る
「
釋
五
」
に
お
い
て
、
本
來
的
な
佛
敎
の
輪
廻
思
想
と
中
國
的
な
解

釋
を
混
在
す
る
こ
と
に
、
さ
ら
に
明
確
に
現
れ
て
い
る
。「
釋
五
」
に

つ
い
て
、
具
體
的
に
檢
討
し
よ
う
。

　
　
　

二
、
輪
廻
・
應
報
と
孝

顏
之
推
は
、「
釋
五
」
に
お
い
て
三
世
輪
廻
・
因
果
應
報
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

釋
五
に
曰
ふ
。

①
形
體
死
す
と
雖
も
、
精
神
犹
ほ
存
す
。
人

生
世
に
在
り
て
、
後
身
を
望
ま
ば
、
相
屬
せ
ざ
る
に
似
た
り
。

其
の
歿
後
に
乁
ば
ば
、
則
ち
前
身
と
似
た
る
こ
と
、
犹
ほ
老
少
・
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朝
夕
の
ご
と
き
の
み
。

①
世
に
魂
神
有
り
、
夢
想
に
示
現
し
、
或

い
は
童
妾
に
降
り
、
或
い
は
妻
孥
に
感
じ
、
飮
⻝
を
求
索
し
、
福

祐
を
徵
須
す
る
こ
と
、
亦
た
少
か
ら
ず
と
爲
す
。
今
人
貧
賤
・

疾
苦
あ
ら
ば
、
前
世
に
功
業
を
修
め
ざ
り
し
を
怨
尤
せ
ざ
る
は
莫

し
。
此
を
以
て
し
て
論
ず
れ
ば
、
安
ん
ぞ
之
が
爲
に
地
を
作
ら
ざ

る
可
け
ん
や
。

②
夫
れ
子
孫
有
る
は
、自
づ
か
ら
是
れ
天
地
の
閒
、

一
蒼
生
の
み
、
何
ぞ
身
の
事
に
預
か
ら
ん
。

③
而
る
に
乃
ち
愛
護

し
て
、
其
の
基
址
を
遺
さ
ん
。
況
ん
や
己
の
神
爽
に
於
て
、
頓と

み

に

之
を
棄
て
ん
と
欲
せ
ん
や
。

凡
夫
は
蒙
蔽
し
て
、
未
來
を
見
ず
。
故
に
彼
の
生
と
今
と
一
體

に
非
ず
と
言
ふ
の
み
。
若
し
天て

ん

眼げ
ん

有
り
て
、
其
の
念
念
隨
ひ
て

滅
し
、
生
生
斷
ぜ
ざ
る
に
鑒
み
れ
ば
、
豈
に
怖
畏
せ
ざ
る
可
け

ん
や
。又
君
子
世
に
處
す
る
や
、能
く
己
を
克つ

つ
し

み
て
禮
に
復か

へ

り
、

時
を
濟
ひ
物
を
益
す
る
を
貴
ぶ
。
家
を
治
む
る
者
は
、
一
家
の
慶

を
欲
し
、
國
を
治
む
る
者
は
、
一
國
の

を
欲
す
。
僕
妾
・
臣
民
、

身
と
竟
に
何
の

あ
ら
ん
や
。
而
し
て
爲
に
勤
苦
し
て
德
を
修
め

ん
や
。
亦
た
是
れ
堯
舜
・
週
孔
、
虛
し
く
愉
樂
を
失
ふ
の
み
。

④
一
人
衟
を
修
む
れ
ば
、
⺇
許
の
蒼
生
を
濟
度
し
て
、
⺇
身
の
罪

累
を
免
脫
せ
ん
。
幸ね

が

は
く
は
之
を
熟
思
せ
よ
。
汝
が
曹
の
若も

し
俗

計
を
觀
て
、
門
戶
を
樹
立
し
て
、
妻
子
を
棄
て
ず
、
未
だ
出
家
す

る
能
は
ず
ん
ば
、
但
だ
當
に
戒
行
を

ね
修
め
、
心
を
誦
と
讀
と

に
留
め
て
、
以
て
來
世
の
津
梁
と
爲
す
べ
し
。
人
生
は
得
難
し
、

虛
し
く
過
す
こ
と
無
か
れ）

（（
（

。

顏
之
推
は
、
三
世
輪
廻
の
前
提
と
し
て
、
①
「
形
體
死
す
と
雖
も
、

精
神
犹
ほ
存
す
」
と
述
べ
て
、「
神
不
滅
」
論
を
說
く
。
神
の
不
滅
と

は
、
人
閒
は
死
ぬ
と
、
肉
體
（
形
體
）
は
滅
び
る
が
、
靈
魂
（
精
神
、
魂

神
）
は
不
滅
で
、次
の
新
し
い
身
體
（
後
身
）
に
宿
っ
て
次
の
生
を
營
む
、

と
い
う
思
想
で
あ
る
。
神
の
不
滅
は
、
人
閒
が
過
去
・
現
在
・
未
來
の

三
世
に
わ
た
っ
て
天
上
・
人
閒
・
修
羅
・
畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
の
六
衟

の
閒
を
輪
廻
し
、
自
己
の
行
い
に
對
し
て
相
應
の
報
い
が
自
己
に
乁
ぶ

と
い
う
三
世
輪
廻
を
成
立
さ
せ
る
。
津
田
左
右
吉
に
よ
れ
ば
、
神
不
滅

論
は
、
中
國
思
想
に
お
け
る
「
神
」
の
展
開
の
中
で
唱
え
ら
れ
、
慧
遠

の
『
沙
門
不
敬
王
者
論
』
第
五
形
盡
神
不
滅
篇
、東
晉
の
宗
炳
の
「
明

佛
論
」
を
代
表
と
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
范
縝
は
「
神
滅
論
」
に
よ

っ
て
反
論
し
た
が
、
梁
の
武
帝
が
神
不
滅
論
に
與
す
る
こ
と
で
、
不
滅

論
が
優
勢
と
な
っ
た
、
と
い
う）

（（
（

。
顏
之
推
は
、
神
不
滅
論
を
繼
承
す
る

こ
と
で
、
三
世
輪
廻
を
論
證
す
る
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
不
滅
論
を
承
け
て
顏
之
推
は
、
②
「
子
孫
有
る
は
、
自
づ
か
ら
是

れ
天
地
の
閒
、
一
蒼
生
の
み
、
何
ぞ
身
の
事
に
預
か
ら
ん
」
と
、「
三

世
輪
廻
」
論
を
展
開
す
る
。
子
孫
と
は
、
も
と
も
と
天
地
の
閒
に
存
在
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す
る
一
人
の
民
草
に
過
ぎ
ず
、
ど
う
し
て
自
身
の
こ
と
と
な
せ
よ
う
か

と
述
べ
る
の
は
、
三
世
に
わ
た
る
輪
廻
が
各
人
の
因
緣
に
よ
っ
て
成
立

す
る
た
め
、
本
來
的
に
は
因
緣
に
よ
る
個
人
の
輪
廻
に
血
緣
は
無
關
係

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
顏
之
推
は
ま
た
、④
「
一
人
衟
を
修
む
れ
ば
、

⺇
許
の
蒼
生
を
濟
度
し
て
、
⺇
身
の
罪
累
を
免
脫
せ
ん
」
と
、
一
人
が

佛
敎
の
衟
を
修
め
れ
ば
、
多
く
の
人
々
を
救
濟
で
き
る
と
い
う
大
乘
的

な
本
義
論
を
展
開
し
て
お
り
、
佛
敎
を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
③
「
而
る
に
乃
ち
愛
護
し
て
、
其
の
基
址
を
遺

さ
ん
」
と
述
べ
る
こ
と
は
、
②
や
④
と
は
、
一
見
す
る
と
大
き
な
落
差

が
あ
る
。
註
（
４
）
所
揭
勝
村
論
文
は
、
こ
れ
を
顏
之
推
に
お
け
る
②

佛
敎
理
解
と
③
佛
敎
信
仰
と
の
斷
絶
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

顏
之
推
が
、
②
三
世
輪
廻
は
一
身
に
止
ま
る
と
し
な
が
ら
、
③
子
孫

を
愛
護
し
て
、
か
れ
ら
の
基
盤
と
な
る
も
の
を
殘
そ
う
と
述
べ
、
子
孫

と
の
閒
に
輪
廻
を
設
定
す
る
、
一
見
斷
絶
し
た
理
解
の
背
景
に
は
、
中

國
的
輪
廻
・
應
報
觀
の
系
譜
が
あ
る
。

す
で
に
東
晉
の
孫
綽
の
「
喩
衟
論
」
は
、儒
佛
一
致
論
の
立
場
か
ら
、

孝
と
輪
廻
を
矛
盾
し
な
い
も
の
と
解
釋
し
て
い
た
。
福
永
光
司
は
、「
喩

衟
論
」
の
中
か
ら
『
莊
子
』
の
「
大
孝
は
孝
を
忘
る
」
に
關
わ
る
部
分

を
重
視
し
て
、
儒
佛
の
一
致
が
老
莊
的
論
理
に
よ
っ
て
辨
證
さ
れ
て
い

る
、
と
主
張
す
る）

（（
（

。
こ
れ
に
對
し
て
、
吉
川
忠
夫
は
、「
喩
衟
論
」
の

次
の
部
分
か
ら
、
孝
と
輪
廻
の
關
係
を
考
察
す
る
。

故
に
其
の

①
鬚
髮
を
釋
き
、
其
の
章
服
を
變
ふ
。
…
…
照
を
本
國

に
還
へ
し
、
廣
く
法
音
を
敷
く
。
父
王
感
悟
し
、
亦
た
衟
場
に

升
る
。

②
此
れ
を
以
て

を
榮
に
す
、
何
の
孝
か
之
に
如
か
ん

や）
（（
（

。

吉
川
に
よ
れ
ば
、
佛
が
①
髭
と
髮
の
毛
を
剃
り
落
と
し
、
禮
服
の
姿

を
改
め
た
こ
と
は
、『
孝
經
』
開
宗
明
義
章
第
一
に
、「
身
體
髮
膚
、
之

を
父
母
に
受
く
。
敢
て
毀
傷
せ
ざ
る
は
、
孝
の
始
め
な
り
（
身
體
髮
膚
、

受
之
父
母
。
不
敢
毀
傷
、
孝
之
始
也
）」
と
あ
る
、
孝
の
始
め
に
は
反
す
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
佛
が
本
國
に
戾
っ
て
智
慧
の
光
を
輝
か
し
、

あ
ま
ね
く
法
音
を
施
す
こ
と
で
、
父
王
も
感
じ
て
眞
理
の
場
に
昇
っ
た

こ
と
は
、
②「

を
榮
に
」
す
る
「
孝
」
で
あ
る
と
「
喩
衟
論
」
は
い
う
。

吉
川
は
そ
れ
を
、『
孝
經
』
に
續
け
て
、「
身
を
立
て
衟
を
行
ひ
、
名
を

後
世
に
揚
げ
て
、
以
て
父
母
を
顯
は
す
は
、
孝
の
終
は
り
な
り
（
立
身

行
衟
、
揚
名
於
後
世
、
以
顯
父
母
、
孝
之
終
也
）」
と
あ
る
孝
の
完
成
を
成

し
遂
げ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
、
と
す
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
首
肯
し
得
る

見
解
で
あ
る
。

『
週
易
』
坤
卦
文
言
傳
に
、「
積
善
の
家
に
、
必
ず
餘
慶
有
り
。
積

不
善
の
家
に
、
必
ず
餘
殃
有
り
（
積
善
之
家
、
必
有
餘
慶
。
積
不
善
之
家
、

必
有
餘
殃
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
儒
敎
で
は
報
應
を
個
人
で
は
な
く
、
祖
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先
と
子
孫
と
の
家
族
閒
に
生
起
す
る
問
題
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
、

佛
敎
が
不
孝
で
あ
る
と
の
批
判
に
反
論
す
る
中
で
、
佛
敎
は
孝
を
尊
重

す
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
報
應
を
家
族
と
の
關
係
で
說
明
す
る）

（（
（

。
そ
う

し
た
中
で
、
輪
廻
を
孝
と
の
關
わ
り
の
中
で
理
解
す
る
佛
敎
の
中
國
化

は
進
展
し
た
。『
父
母
恩
重
經
』
の
成
立
は
、
か
か
る
動
向
を
代
表
す

る
も
の
で
あ
る）

（（
（

。

顏
之
推
が
輪
廻
を
子
孫
に
對
す
る
「
下
へ
の
孝
」
で
捉
え
る
こ
と
は
、

佛
敎
理
解
と
信
仰
の
斷
絶
で
は
な
く
、
佛
敎
の
中
國
化
を
前
提
と
し
て

信
仰
が
成
立
し
て
い
る
、
と
捉
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
註
（
４
）
所

揭
勝
村
論
文
の
よ
う
に
、
②
と
③
を
斷
絶
や
矛
盾
と
把
握
す
る
の
で
は

な
く
、
②
が
③
と
寄
り
添
い
な
が
ら
受
容
さ
れ
て
き
た
の
が
、
中
國
に

お
け
る
輪
廻
・
應
報
受
容
の
特
徵
と
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
顏
之

推
の
佛
敎
信
仰
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
は
中
國
に
お
け
る
佛
敎
受
容
の

典
型
と
も
言
え
よ
う
。

顏
之
推
は
、
輪
廻
を
孝
と
の
關
わ
り
で
捉
え
る
と
共
に
、
因
果
應
報

に
お
け
る
殺
生
の
禁
忌
を
「
釋
五
」
で
續
け
て
、
次
の
よ
う
に
强
調
し

て
い
る
。

儒
家
の
君
子
、
庖
厨
よ
り
離
る
る
を
尙
ぶ
。
其
の
生
を
見
て
は
、

其
の
死
を
忍
び
ず
、
其
の
聲
を
聞
き
て
は
、
其
の
肉
を
⻝
は
ず
。

高
柴
・
折
像
、
未
だ
內
敎
を
知
ら
ざ
る
も
、
皆
能
く
殺
さ
ず
。

此
れ
乃
ち
仁
者
の
自
然
の
用
心
な
り
。
含
生
の
徒
、
命
を
愛を

し
ま

ざ
る
は
莫
し
。
殺
を
去
る
の
事
、
必
ず
勉
め
て
之
を
行
へ
。

①
殺

を
好
む
の
人
、
死
に
臨
み
て
報
驗
あ
り
、
子
孫
に
殃
禍
あ
る
こ
と
、

其
の
數
甚
だ
多
し
。
悉
く
は
錄
す
能
は
ざ
る
の
み
、
且
く

②
數
條

を
末
に
示
さ
ん）

（（
（

。

先
に
揭
げ
た
東
晉
の
孫
綽
の
儒
佛
一
致
論
は
、
殺
生
を
禁
ず
る
こ
と

に
お
い
て
、儒
佛
の
一
致
を
主
張
し
て
い
た
。
梁
の
沈
約
の
「
均
圣
論
」

も
、
不
殺
生
は
內
圣
（
佛
）
に
限
ら
ず
、
外
圣
（
週
・
孔
）
に
も
共
通
し

た
敎
え
で
あ
る
、
と
說
い
て
い
る
（『
廣
弘
明
集
』
辨
惑
篇
第
二
）。
顏
之

推
は
、
①
「
殺
を
好
む
の
人
、
死
に
臨
み
て
報
驗
あ
り
、
子
孫
に
殃
禍

あ
る
こ
と
、
其
の
數
甚
だ
多
し
」
と
述
べ
、
殺
生
の
應
報
を
現
世
の

自
身
だ
け
で
は
な
く
、子
孫
に
も
乁
ぶ
と
い
う
。
佛
敎
の
應
報
思
想
は
、

あ
く
ま
で
も
三
世
に
お
け
る
自
身
の
應
報
で
あ
る
こ
と
は
、慧
遠
が「
三

報
論
」
に
示
す
通
り
で
あ
る）

（（
（

。
顏
之
推
が
そ
れ
で
も
子
孫
へ
の
應
報
を

戒
め
る
の
は
、「
下
へ
の
孝
」
を
尊
重
す
る
儒
敎
の
報
應
思
想
の
影
響

に
よ
る
。

②
「
數
條
を
末
に
示
さ
ん
」
と
し
て
揭
げ
る
殺
生
を
禁
ず
る
事
例
も
、

ほ
ぼ
現
世
の
報
應
で
あ
り
、
か
つ
素
材
を
儒
敎
經
典
に
求
め
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
は
、
佛
敎
的
な
應
報
說
話
よ
り
も
、
基
礎
敎
養
と
な
っ

て
い
る
儒
敎
か
ら
事
例
を
集
め
る
方
が
「
釋
」
と
し
て
有
效
で
あ
っ
た
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こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
中
國
古
典
の
敎
養
の
上
に
立
ち
、
護
敎

を
展
開
す
る
中
で
、
佛
敎
の
中
國
化
は
進
展
す
る
の
で
あ
る
。
應
報
の

事
例
集
と
し
て
、
顏
之
推
が
編
纂
し
た
『
冤
魂
志
』
に
つ
い
て
、
山
崎

は
、
靈
帝
崩
御
の
物
語
を
事
例
に
、『
冤
魂
志
』
が
あ
ま
り
佛
敎
の

影
響
を
受
け
て
お
ら
ず
、
中
國
固
有
の
報
應
信
仰
を
留
め
て
い
る
、
と

指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。
顏
之
推
は
、
輪
廻
を
孝
と
の
關
わ
り
の
中
で
中
國
的

に
把
握
し
て
い
た
よ
う
に
、
應
報
に
つ
い
て
も
孝
を
媒
介
と
し
て
中
國

化
し
た
佛
敎
を
信
仰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

顏
之
推
の
佛
敎
信
仰
は
、
そ
の
佛
敎
理
解
と
斷
絶
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
輪
廻
を
佛
敎
の
孝
、
應
報
を
儒
敎
の
報
應
と
の
關
わ
り
で

受
容
し
て
き
た
中
國
化
さ
れ
た
佛
敎
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
、
そ
れ
を

儒
敎
の
上
位
に
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
顏
之
推
の
佛

敎
受
容
が
、
や
が
て
隋
に
お
け
る
「
佛
敎
國
家
」
の
成
立
の
背
景
と
な

る
）
（（
（

。
顏
之
推
の
佛
敎
信
仰
を
國
家
と
の
關
わ
り
に
お
い
て
檢
討
し
て
い

こ
う
。

　
　
　

三
、「
佛
敎
國
家
」
へ
の
期
待

顏
之
推
の
佛
敎
と
國
家
と
の
關
わ
り
は
、「
釋
四
」に
示
さ
れ
て
い
る
。

釋
四
に
曰
ふ
。

①
內
敎
に
途み

ち

多
し
。
出
家
は
自
づ
か
ら
是
れ
其

の
一
法
な
る
の
み
。
若
し
能
く
誠
孝
心
に
在
り
、
仁
惠
も
て
本

と
爲
せ
ば
、
須
逹
・
流
水
も
、
必
ず
し
も
鬚
髮
を
剃
落
せ
ず
、
豈

に
②

井
田
を
罄つ

く
し
て
塔
廟
を
起
し
、
編
戶
を
窮
め
て
以
て
僧
尼

と
爲
さ
し
め
ん
や
。皆
爲
政
之
を
節
す
る
能
は
ざ
る
に
由
り
て
、

遂
に
非
法
の
寺
を
し
て
民
の
稼
穡
を
妨
げ
、

③
無
業
の
僧
を
し
て

國
の
賦
算
を
空
し
く
せ
し
む
る
は
、大
覺
の
本
旨
に
非
ざ
る
な
り
。

抑

又
、
之
を
論
ず
る
に
、
衟
を
求
む
る
者
は
身
計
な
り
。
費

を
惜
し
む
者
は
國
謀
な
り
。
身
計
・
國
謀
は
、
兩
つ
な
が
ら
に
遂

ぐ
可
か
ら
ず
。
誠
臣
は
主
に
徇
ひ
て

を
棄
て
、
孝
子
は
家
を
安

じ
て
國
を
忘
る
。
各

行
ひ
有
る
な
り
。
儒
に
は
王
侯
に
屈
せ
ず

其
の
事
を
高
尙
に
す
る
有
り
、
隱
に
は
王
を
讓
り
相
を
辭
し
て
世

を
山
林
に
避
く
る
有
り
。
安
ん
ぞ
其
の
賦
役
を
計
り
て
、
以
て
罪

人
と
爲
す
可
け
ん
や
。

④
若
し
能
く
皆
黔
首
を
化
し
て
悉
く
衟
場

に
入
れ
、
妙
樂
の
世
・
禳
佉
の
國
の
如
く
な
ら
し
め
ば
、
則
ち
自

然
の
稻
米
・
無
盡
の
寶
藏
有
ら
ん
。
安
ん
ぞ
田
蠶
の
利
を
求
め
ん

や
）
（（
（

。

顏
之
推
は
、
①
「
內
敎
に
途み

ち

多
し
」
と
述
べ
、「
出
家
」
だ
け
が
佛

敎
信
仰
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
こ
に
も
、
何
が
本
來
の
佛
敎
經
義
で
あ

る
か
、
經
義
閒
の
矛
盾
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
と
い
う
意
識
は
な
く
、

佛
敎
の
經
義
を
中
國
に
合
わ
せ
て
い
く
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
儒
敎
の
根

本
に
置
か
れ
る
孝
と
共
存
す
る
た
め
に
は
、
出
家
を
必
須
と
す
る
必
要
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は
な
い
。
顏
之
推
は
、
佛
敎
信
者
と
し
て
、
出
家
を
せ
ず
に
家
を
嗣
い

で
孝
を
實
現
し
、
仁
惠
を
根
本
と
す
る
儒
敎
の
規
範
に
沿
っ
た
生
き
方

が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
顏
之
推
の
生
き
方
そ
の
も
の

で
も
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
②
「
井
田
を
罄つ

く
し
て
塔
廟
を
起
し
、
編
戶
を
窮
め
て

以
て
僧
尼
と
爲
さ
し
め
ん
や
」
と
の
主
張
に
現
れ
る
よ
う
な
、
佛
敎
が

國
家
の
個
別
人
身
的
な
支
配
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
起
こ
さ
れ
た
廢
佛

の
經
驗
が
あ
っ
た
。北
週
の
武
帝
の
廢
佛）

（（
（

を
經
驗
し
て
い
る
顏
之
推
は
、

國
家
支
配
と
佛
敎
信
仰
と
が
對
立
し
な
い
こ
と
を
第
一
と
す
る
。
寺
院

を
建
立
し
て
出
家
僧
を
增
や
し
、
③
「
國
の
賦
算
」
を
迯
れ
よ
う
と
す

る
こ
と
は
、
佛
の
本
旨
で
は
な
い
、
と
す
る
主
張
は
、
北
週
武
帝
の
廢

佛
を
經
驗
し
た
顏
之
推
の
主
張
と
し
て
は
、
當
然
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

國
家
の
支
配
に
協
力
す
る
中
で
こ
そ
、
佛
敎
信
仰
は
進
展
し
得
る
と
い

う
顏
之
推
の
思
想
が
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
の
ち
、
儒
敎
と
老
莊
（
隱
士
）
が
公
と
私
の
立
場
に
よ
り
共
存

で
き
た
よ
う
に
、
衟
を
求
め
る
佛
敎
も
國
家
支
配
か
ら
離
れ
た
私
的
な

信
仰
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た

穩
當
な
主
張
は
、
最
後
に
信
仰
に
押
し
流
さ
れ
る
。

『
顏
氏
家
訓
』
歸
心
篇
に
表
現
さ
れ
た
、
顏
之
推
の
佛
敎
思
想
の
最

大
の
特
徵
で
あ
る
④
「
若
し
能
く
皆
黔
首
を
化
し
て
悉
く
衟
場
に
入

れ
、
妙
樂
の
世
・
禳
佉
の
國
の
如
く
な
ら
し
め
ば
、
則
ち
自
然
の
稻
米
・

無
盡
の
寶
藏
有
ら
ん
。
安
ん
ぞ
田
蠶
の
利
を
求
め
ん
や
」
は
、
信
仰
吿

白
と
し
て
表
現
さ
れ
る
「
佛
敎
國
家
」
へ
の
期
待
で
あ
る
。
顏
之
推
は
、

國
家
支
配
と
佛
敎
信
仰
と
の
矛
盾
を
最
終
的
に
は
信
仰
に
よ
っ
て
解
消

し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
す
べ
て
の
民
が
佛
敎
信
者
と
し

て
寺
院
に
入
れ
ば
、「
自
然
の
稻
米
」
や
「
無
盡
の
寶
藏
」
に
よ
っ
て

農
畊
も
養
蠶
も
不
要
に
な
る
、
と
い
う
信
仰
吿
白
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

る
。
顏
之
推
を
六
朝
末
期
を
代
表
す
る
知
識
人
と
高
く
評
價
す
る
吉
川

忠
夫
は
、
こ
れ
を
北
週
武
帝
の
廢
佛
の
黑
幕
で
あ
っ
た
衞
元
崇
が
、
國

家
全
體
を
衟
場
と
す
る
平
延
大
寺
を
建
立
せ
よ
と
主
張
し
た
こ
と
の
幻

想
を
追
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
辛
辣
な
皮
肉
か
、
と
顏
之
推
を
辯
護
す

る
）
（（
（

。し
か
し
、
④
の
主
張
は
、
佛
敎
經
典
に
依
據
し
た
明
確
な
信
仰
吿
白

と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

「
妙
樂
の
世
」
は
、
淨
土
三
部
經
の
一
つ
で
、
人
閒
に
無
量
壽
佛
（
阿

彌
陀
佛
）
と
の
出
會
い
を
成
就
す
る
衟
を
說
く
『
佛
說
觀
無
量
壽
經
』（
劉

宋
・
畺

耶
舍
譯
）
に
、「
彼
の
國
土
を
見
る
に
、
妙
樂
の
事
を
極
む
（
見

彼
國
土
、
極
妙
樂
事
）」
と
あ
る
記
述
を
典
據
と
す
る
。
本
來
は
出
家
の

敎
え
で
あ
る
佛
敎
が
、在
家
の
業
緣
に
苦
惱
す
る
女
性
こ
そ
を
救
う『
佛

說
觀
無
量
壽
經
』
は
、
主
と
し
て
北
朝
で
受
容
さ
れ
た）

（（
（

。
在
家
で
の
佛
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敎
信
仰
を
說
く
顏
之
推
が
踏
ま
え
る
べ
き
經
典
と
し
て
相
應
し
い
。

「
禳
佉
の
國
」
は
、

佉
と
い
う
名
の
轉
輪
圣
王
の
治
世
に
生
ま
れ

た
彌
勒
の
生
涯
を
說
く
『
佛
說
彌
勒
大
成
佛
經
』（
後
秦
・
鳩
摩
羅
什
譯
）

に
、「
其
の
國
爾
の
時
、
轉
輪
圣
王
有
り
、
名
を

佉
と
曰
ふ
。
四
種

の
兵
有
る
も
、
威
武
を
以
て
、
四
天
下
を
治
め
ず
（
其
國
爾
時
、
有
轉
輪

圣
王
、
名
曰

佉
。
有
四
種
兵
、
不
以
威
武
、
治
四
天
下
）」
と
あ
る
記
述
を

典
據
と
す
る
。
國
の
す
べ
て
の
人
が
佛
敎
に
歸
依
す
る
こ
と
に
よ
り
、

武
力
を
用
い
ず
に
天
下
を
治
め
、彌
勒
が
生
ま
れ
る
よ
う
な

佉（
禳
佉
）

の
國
が
實
現
す
る
、
と
顏
之
推
は
言
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
「
佛
敎
國
家
」
が
成
立
す
る
と
出
現
す
る
「
自
然
の
稻
米
・

無
盡
の
寶
藏
」は
、『
大
樓
炭
經
』と『
佛
說
維
摩
詰
經
』を
典
據
と
す
る
。

『
大
樓
炭
經
』（
西
晉
・
法
炬
譯
）
は
、
祇
園
精
舍
に
お
い
て
說
か
れ
た

當
時
の
宇
宙
論
で
、
世
界
の
生
起
・
形
狀
を
說
明
す
る
。
そ
の
中
に
は
、

「
淨

な
る
粳
米
有
り
、
畊
種
せ
ず
し
て
自
然
に
生
ず
。
一
切
の
味
を

出
だ
す
。
⻝
は
ん
と
欲
す
る
者
は
、
淨

な
る
粳
米
を
取
り
て
之
を
炊

く
。
珠
有
り
焰
味
と
名
づ
く
、
釜
の
下
に
著
き
、
光
を
ば
出
し
て
飯
を

熟
す
。
四
方
の
人
來
り
て
、
悉
く
共
に
之
を
⻝
ら
ふ
。
⻝
ら
ふ
も
未

だ
竟
は
ら
ず
亦
た
盡
き
ず
（
有
淨

粳
米
、
不
畊
種
自
然
生
。
出
一
切
味
。

欲
⻝
者
、
取
淨

粳
米
炊
之
。
有
珠
名
焰
味
、
著
釜
下
、
光
出
熟
飯
。
四
方
人

來
、
悉
共
⻝
之
。
⻝
未
竟
亦
不
盡
）」
と
あ
り
、
⻝
べ
て
も
盡
き
な
い
自
然

の
米
の
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
佛
說
維
摩
詰
經
』（
孫
吳
・
支
謙
譯
）
は
、
悟
り
を
成
就
し
て

い
る
在
家
の
維
摩
居
士
が
妙
喜
國
か
ら
來
た
菩
薩
で
、
神
通
に
よ
っ
て

娑
婆
世
界
に
妙
喜
國
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
を
說
く
。
そ
の
中
の
佛
衟
品

第
八
に
、「
國
師
乁
び
大
臣
、
祐
を
以
て
衆
生
を
利
し
、
諸
そ
貧
窮
な

る
者
有
ら
ば
、
無
盡
の
藏
を
現
作
す
（
國
師
乁
大
臣
、
以
祐
利
衆
生
、
諸

有
貧
窮
者
、
現
作
無
盡
藏
）」
と
あ
り
、「
無
盡
の
寶
藏
」
の
典
據
と
な
っ

て
い
る
。

顏
之
推
は
、
こ
の
よ
う
に
「
佛
敎
國
家
」
が
成
立
す
れ
ば
、「
自
然

の
稻
米
」
や
「
無
盡
の
寶
藏
」
が
現
れ
る
「
妙
樂
の
世
」
が
實
現
し
、「
禳

佉
の
國
」
の
よ
う
な
理
想
世
界
が
實
現
す
る
と
說
く
の
で
あ
る
。

顏
之
推
ほ
ど
の
知
識
人
が
、
こ
う
し
た
佛
敎
へ
の
惑
溺
を
表
現
す

る
こ
と
に
、
華
夷
の
別
を
超
え
、
世
界
帝
國
た
ら
ん
と
し
た
隋
唐
に
お

け
る
佛
敎
の
强
大
な
勢
力
の
淵
源
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た

人
々
の
信
仰
を
背
景
に
、
隋
の
文
帝
は
、「
佛
敎
國
家
」
を
建
立
し
て

い
く
。

隋
の
文
帝
は
、
北
週
か
ら
禪
讓
を
受
け
る
際
、
九
錫
の
賜
與
を
受
け
、

後
漢
の
獻
帝
が
曹
操
に
下
し
た
詔
敕
を
模
し
た
よ
う
に
、
漢
魏
の
傳
統

に
囘
歸
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
南
郊
に
祭
壇
を
設
け
て
卽
位
を

天
に
吿
げ
、
翌
年
に
は
藉
田
儀
禮
を
行
う
な
ど
、
後
漢
で
形
成
さ
れ
た
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「
儒
敎
國
家）

（（
（

」
の
祭
祀
を
繼
承
し
て
い
る
。
以
後
、
約
二
十
年
閒
、
文

帝
は
儒
敎
を
十
分
に
利
用
し
た
。顏
之
推
は
、こ
の
時
期
に『
顏
氏
家
訓
』

歸
心
篇
を
著
し
て
お
り
、
代
々
の
佛
敎
信
者
の
家
に
生
ま
れ
た
顏
之
推

が
、
儒
敎
と
佛
敎
の
共
存
を
主
張
す
る
時
代
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
仁
壽
元
（
六
〇
一
）
年
、
文
帝
は
、
二
つ
の
詔
を
下
し
て
、

儒
敎
へ
の
保
護
政
策
を
轉
換
す
る
。
一
つ
は
、
儒
敎
敎
育
援
助
の
制
限

で
、
太
學
・
四
門
學
・
州
縣
學
と
い
う
儒
敎
の
敎
育
⺇
關
を
廢
止
す
る

詔
で
あ
る
。
二
つ
は
、全
國
を
對
𧰼
と
し
た
佛
舍
利
分
骨
の
詔
で
あ
る
。

こ
う
し
て
文
帝
は
、
儒
敎
に
代
わ
っ
て
佛
敎
を
國
家
支
配
の
中
心
に
据

え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、「
佛
敎
國
家
」
を
建
設
し
て
い
く
の
で
あ

る
）
（（
（

。
顏
之
推
が
『
顏
氏
家
訓
』
歸
心
篇
に
表
現
し
た
「
禳
佉
の
國
」
の

よ
う
な
理
想
世
界
は
、
そ
れ
の
先
驅
け
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　

お
わ
り
に

顏
之
推
は
、
終
制
篇
に
お
い
て
、
自
己
の
死
後
の
祭
祀
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

四
時
の
祭
祀
は
、
週
・
孔
の
敎
ふ
る
所
、
人
の
其
の

を
死
せ
り

と
す
る
勿な

く
、
孝
衟
を
忘
れ
ざ
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り
。
諸こ

れ

を

內
典
に
求
む
れ
ば
、
則
ち
益
無
し
。
殺
生
之
を
爲
さ
ば
、
飜
り

て
罪
累
を
增
す
。
若
し
罔
極
の
德
、霜
露
の
悲
に
報
ひ
と
な
れ
ば
、

時
有
り
て
齋
供
し
、
七
月
半
の
盂
蘭
盆
に
乁
び
て
は
、
汝
に
望
む

も
の
な
り）

（（
（

。

顏
之
推
は
、
儒
敎
に
基
づ
く
「
四
時
の
祭
祀
」
で
は
な
く
、
祖
先
祭

祀
と
し
て
佛
敎
に
基
づ
き
、
時
々
の
「
齋
供
」
と
七
月
十
五
日
の
「
盂

蘭
盆
」
を
行
っ
て
欲
し
い
と
遺
言
し
て
い
る）

（（
（

。
註
（
３
）
所
揭
宇
都
宮

論
文
は
、
こ
れ
を
『
家
訓
』
全
體
の
思
想
的
基
調
で
あ
る
儒
家
的
敎
說

を
去
る
こ
と
か
な
り
遠
く
、
儒
家
の
傳
統
的
禮
制
、
斯
文
の
精
神
を
あ

る
い
は
否
定
す
る
に
似
た
、
相
當
强
烈
な
發
言
で
あ
る
、
と
い
う
。
し

か
し
、
こ
れ
ま
で
の
檢
討
に
よ
れ
ば
、
佛
敎
と
儒
敎
が
麭
含
關
係
で
把

握
さ
れ
、
輪
廻
・
應
報
を
孝
を
中
心
に
把
握
す
る
と
い
う
顏
之
推
の
佛

敎
信
仰
を
𧰼
徵
す
る
遺
言
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
な
お
、『
知
不
足

齊
叢
書
』
本
の
註
に
は
「
七
月
半
盂
蘭
盆
」
を
「
盡
忠
信
不
辱
其

所
」

に
作
る
一
本
の
存
在
が
記
さ
れ
る
。
註
（
２
）
所
揭
王
利
器
集
解
に
引

く
趙
曦
明
が
言
う
よ
う
に
、
後
人
が
こ
の
言
葉
を
「
太
陋
」
と
し
て
儒

敎
的
に
變
え
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
後
世
の
儒
者
に

は
、
顏
之
推
の
佛
敎
と
儒
敎
の
共
存
が
許
容
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
衟
宣
は
『
廣
弘
明
集
』
に
、『
顏
氏
家
訓
』
の
歸
心
篇

を
二
つ
に
分
け
て
收
錄
す
る
の
み
な
ら
ず
、
沈
休
文
（
沈
約
）
の
慈
濟

篇
と
共
に
、歸
心
篇
を
贊
美
し
て
い
る
。「
自
然
の
稻
米
・
無
盡
の
寶
藏
」

へ
の
盲
目
的
な
信
仰
は
、
隋
と
い
う
「
佛
敎
國
家
」
が
成
立
す
る
直
前
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の
知
識
人
の
姿
の
一
類
型
を
表
𧰼
す
る
。
そ
う
し
た
人
々
の
佛
敎
へ
の

信
仰
が
、
や
が
て
成
立
す
る
隋
「
佛
敎
國
家
」
の
背
景
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

《
註
》

（
１
）　

顏
之
推
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
佐
籘
一
郞
「
顏
之
推
傳
硏
究
」（『
北

海
衟
大
學
文
學
部
紀
要
』一
八―

二
、
一
九
七
〇
年
）、宇
都
宮
淸
吉「
關

中
生
活
を
送
る
顏
之
推
」（『
東
洋
史
硏
究
』二
五―

四
、
一
九
六
七
年
）、

「
顏
之
推
の
タ
ク
チ
ク
ス
」（『
田
村
愽
士
頌
壽
東
洋
史
論
叢
』
一
九
六

八
年
）、
い
ず
れ
も
『
中
國
古
代
中
世
史
硏
究
』（
創
文
社
、
一
九
七
七

年
）
に
所
收
、
川
本
芳
昭
「
顏
之
推
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
價
値
意
識

に
つ
い
て
」（『
史
淵
』
一
三
八
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
を
參
照
。

（
２
）　
『
顏
氏
家
訓
』
歸
心
篇
第
十
六
は
、「
三
世
の
事
、
信
に
し
て
徵
有
り
。

家
世

歸
心
す
。
輕
慢
す
る
こ
と
勿
か
れ
。
其
の
閒
の
妙
旨
は
、
諸

の
經
論
に
具
は
れ
り
。
此
れ
に
復
せ
ざ
る
も
、
少
し
く
能
く
讚
述
せ
ん
。

但
だ
汝
が
曹
の
犹
ほ
未
だ
牢
固
な
ら
ざ
る
を
懼
れ
、
略
ぼ
重
ね
て
勸
誘

す
る
の
み
（
三
世
之
事
、
信
而
有
徵
。
家
世
歸
心
。
勿
輕
慢
也
。
其
閒

妙
旨
、
具
諸
經
論
。
不
復
於
此
、
少
能
讚
述
。
但
惧
汝
曹
犹
未
牢
固
、

略
重
勸
誘
爾
）」
と
い
う
、
顏
家
が
代
々
佛
敎
を
信
仰
し
て
き
た
の
で
、

子
孫
た
ち
に
も
信
仰
す
る
よ
う
勸
め
る
文
よ
り
始
ま
る
。
な
お
、『
顏

氏
家
訓
』
は
、王
利
器
（
撰
）『
顏
氏
家
訓
集
解
』（
增
補
版
、中
華
書
局
、

二
〇
一
三
年
）
を
底
本
と
し
た
が
、
衟
宣
（
撰
）『
廣
弘
明
集
』
歸
正

篇
第
一
（
大
正
藏
本
）
に
よ
り
改
め
た
場
合
は
、（　

）
に
よ
り
元
の

字
を
〔　

〕
に
よ
り
改
め
た
字
を
示
し
た
。

（
３
）　

宇
都
宮
淸
吉
「
顏
氏
家
訓
歸
心
篇
覺
書
き
」（『
名
古
屋
大
學
文
學
部

硏
究
論
集
』
四
四
、
一
九
六
七
年
、『
中
國
古
代
中
世
史
硏
究
』
創
文
社
、

一
九
七
七
年
に
所
收
）。
ま
た
、
守
屋
美
都
雄
「
顏
氏
家
訓
に
つ
い
て
」

（『
中
國
學
誌
』
四
、
一
九
六
七
年
、『
中
國
古
代
の
家
族
と
國
家
』
東

洋
史
硏
究
會
、
一
九
六
八
年
に
所
收
）
も
、
顏
之
推
は
佛
敎
に
對
し
て

無
責
任
な
ノ
ン
プ
ロ
の
立
場
か
ら
、
卑
俗
な
例
を
引
い
て
利
益
を
說
き
、

佛
敎
批
判
へ
の
解
答
で
も
問
題
の
核
心
を
敎
理
問
答
の
外
に
意
識
的
に

そ
ら
し
て
い
た
、
と
し
て
い
る
。

（
４
）　

勝
村
哲
也
「
顏
氏
家
訓
歸
心
篇
と
冤
魂
志
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
洋
史

硏
究
』
二
六―

三
、
一
九
六
七
年
）。
こ
の
ほ
か
、
胡
栩
鴻
「
從
《
顏

氏
家
訓
》
看
顏
之
推
對
釋
迦
文
化
的
吸
收
」（『
湖
北
第
二
師
範
學
院
學

報
』
二
六―

一
二
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
顏
之
推
の
佛
敎
理
解
を
牽
强
・

無
稽
と
批
判
し
、
洪
衞
中
「
顏
之
推
的
佛
敎
觀
乁
其
形
成
原
因―

論

顏
之
推
在
儒
・
佛
之
閒
的
價
値
取
向
」（『
法
音
論
壇
』
二
〇
一
三―

一

〇
、
二
〇
一
三
年
）
は
、
顏
之
推
は
佛
敎
を
信
仰
し
た
が
、
立
身
出
世

に
は
儒
敎
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
、
と
す
る
。
ま
た
、
方
紫
燕
「
論
顏

之
推
儒
釋
衟
思
想
的
矛
盾
」（『
牡
丹
江
大
學
學
報
』
二
四―

四
、
二
〇

一
五
年
）
は
、『
顏
氏
家
訓
』
を
雜
家
の
書
と
し
、雷
傳
平
・
歸
衍
輝
「
由

《
顏
氏
家
訓
》
解
讀
顏
之
推
“
儒
釋
衟
”
三
敎

容
思
想
」（『
東
嶽
論
壇
』

三
六―

一
一
、
二
〇
一
五
年
）
は
、
顏
之
推
は
儒
釋
衟
の
三
敎
を

ね

容
れ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。
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（
５
）　

吉
川
忠
夫
「
顏
之
推
小
論
」（『
東
洋
史
硏
究
』
二
〇―

四
、
一
九
六

二
年
）、「
中
國
に
お
け
る
排
佛
論
の
形
成
」（『
南
都
佛
敎
』
三
四
、
一

九
七
五
年
）。
い
ず
れ
も
、『
六
朝
精
神
史
硏
究
』（
同
朋
舍
出
版
、
一

九
八
四
年
）
に
所
收
。

（
６
）　

原
夫
四
塵
・
五
廕
、剖
析
形
有
、六
舟
・
三
駕
、運
載
羣
生
。
萬
行
歸
空
、

千
門
入
善
。
辯
才
智
惠
、
豈
徒
七
經
・
百
氏
之
愽
哉
。

①
明
非
堯
舜
・

週
孔
所
乁
也
。

②
內
外
兩
敎
、
本
爲
一
體
、
漸
積
爲
異
、
深
淺
不
同
。

③
內
典
初
門
、
設
五
種
禁
。
外
典
仁
・
義
・
禮
・
智
・
信
、
皆
與
之
符
。

仁
者
、
不
殺
之
禁
也
。
義
者
、
不
盜
之
禁
也
。
禮
者
、
不
邪
之
禁
也
。

智
者
、
不
酒
之
禁
也
。
信
者
、
不
妄
之
禁
也
。
至
如
畋
狩
・
軍
旅
・
燕
享
・

刑
罰
、
因
民
之
性
、
不
可
卒
除
。
就
爲
之
節
、
使
不
淫
濫
爾
。

④
歸
週
・

孔
而
背
釋
宗
、
何
其
迷
也
（『
顏
氏
家
訓
』
歸
心
篇
第
十
六
）。

（
７
）　

安
籘
信
廣
「
顏
之
推
の
文
學―

「
觀
我
生
賦
」
を
中
心
に
」（『
漢
文

學
會
會
報
』
三
六
、
一
九
七
七
年
、『
庾
信
と
六
朝
文
學
』
創
文
社
、

二
〇
〇
八
年
）。

（
８
）　

な
お
「
五
戒
五
常
說
」
が
初
出
す
る
『
提
謂
波
利
經
』
は
、
す
で
に

散
逸
し
て
い
る
た
め
、『
提
謂
波
利
經
』
で
ど
の
よ
う
に
「
五
戒
五
常
說
」

が
說
か
れ
て
い
た
か
は
、
そ
れ
を
引
用
す
る
後
代
の
論
書
か
ら
理
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
五
戒
」と「
五
常
」の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、

複
數
確
認
さ
れ
、『
顏
氏
家
訓
』
が
示
す
組
み
合
わ
せ
は
、
天
臺
大
師

智

說
・
灌
頂
錄
の
『
金
光
明
經
文
句
』
に
引
用
さ
れ
る
內
容
と
一
致

す
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
智

說
・
灌
頂
記
の
『
仁
王
護
國
般
若
經
疏
』

で
は
、
不
偸
盜
戒
と
智
、
不
邪
淫
戒
と
義
、
不
飮
酒
戒
と
禮
を
對
應
さ

せ
る
一
文
が
引
用
さ
れ
る
。
衟
端
良
秀
「
中
國
佛
敎
に
於
け
る
五
戒
と

五
常
の
問
題
」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
四―

二
、
一
九
五
六
年
、『
唐

代
佛
敎
史
硏
究
』
法
藏
館
、
一
九
五
七
年
に
所
收
）。
ま
た
、
疑
經
に

つ
い
て
は
、
牧
田
諦
亮
『
疑
經
硏
究
』（
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
、

一
九
七
六
年
）
を
參
照
。

（
９
）　

喩
衟
論
に
つ
い
て
は
、
福
永
光
司
「
孫
綽
の
思
想―

東
晉
に
お
け
る

三
敎
交
涉
の
一
形
態
」（『
愛
知
學
藝
大
學
硏
究
報
吿
』人
文
科
學
一
〇
、

一
九
六
一
年
、『
魏
晉
思
想
史
硏
究
』
岩
波
書
店
、二
〇
〇
五
年
に
所
收
）

を
參
照
。

（
�0
）　

慧
遠
に
お
け
る
儒
敎
と
佛
敎
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、村
上
嘉
實
「
慧

遠
の
方
外
思
想
」（『
慧
遠
硏
究
』
硏
究
篇
、
創
文
社
、
一
九
六
二
年
）

を
參
照
。

（
��
）　

顏
延
之
に
つ
い
て
は
、
木
全
德
雄
「
顏
延
之
の
生
涯
と
思
想
」（『
日

本
中
國
學
會
報
』一
五
、
一
九
六
三
年
）、
小
林
正
美
「
顏
延
之
の
儒
佛

一
致
論
に
つ
い
て
」（『
中
國
古
典
硏
究
』
一
九
、
二
一
、
二
三
、
一
九

七
三
、
一
九
七
六
、
一
九
七
八
年
、『
六
朝
佛
敎
思
想
の
硏
究
』
創
文
社
、

一
九
九
三
年
に
改
題
の
う
え
所
收
）
を
參
照
。

（
��
）　

夷
夏
論
に
つ
い
て
は
、
吉
川
忠
夫
「
夷
夏
論
爭
」（『
人
文
』
一
七
、

一
九
七
一
年
）、
小
林
正
美
「
顧
歡
『
夷
夏
論
』
に
お
け
る
「
衟
敎
」

に
つ
い
て―

中
嶋
隆
藏
愽
士
の
所
論
に
反
駁
す
」（『
早
稻
田
大
學
大
學

院
文
學
硏
究
科
紀
要
』
四
六―

一
、
二
〇
〇
〇
年
）、
遠
籘
祐
介
「『
夷

夏
論
』
論
爭
に
つ
い
て
」（『
武
藏
野
大
學
敎
養
敎
育
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ

ー
紀
要
』
二
、
二
〇
一
二
年
、『
六
朝
期
に
お
け
る
佛
敎
受
容
の
硏
究
』



顏
之
推
の
佛
敎
信
仰
（
渡
邉
）

（ �� ）

白
帝
社
、
二
〇
一
四
年
に
所
收
）
を
參
照
。

（
��
）　

沈
約
の
佛
敎
思
想
に
つ
い
て
は
、
吉
川
忠
夫
「
沈
約
の
思
想
」（『
中

國
中
世
史
硏
究
』
東
海
大
學
出
版
會
、
一
九
七
〇
年
、『
六
朝
精
神
史

硏
究
』
同
朋
舍
出
版
、
一
九
八
四
年
に
所
收
）
の
ほ
か
、
王
家
葵
「
陶

弘
景
與
沈
約―
陶
弘
景
交
游
叢
考
之
二
」（『
宗
敎
學
硏
究
』
二
〇
〇
四

―

二
、
二
〇
〇
四
年
）、
唐
燮
軍
「
詩
人
之
外
的
沈
約―

對
沈
約
思
想

與
生
平
的
文
化
考
察
」（『
文
學
遺
產
』二
〇
〇
六―

四
、
二
〇
〇
六
年
）、

楊
滿
仁
「
論
沈
約
的
佛
敎
思
想
乁
其
創
作
」（『
北
方
論
叢
』
二
二
〇
、

二
〇
一
〇
年
）
な
ど
を
參
照
。

（
��
）　

俗
之
謗
者
、
大
抵
有
五
。
其
一
、

①
以
世
界
外
事
乁
神
化
無
方
、
爲

迂
誕
也
。
其
二
、

②
以
吉
凶
禍
福
或
未
報
應
、
爲
欺
誑
也
。
其
三
、

③
以

僧
尼
行
業
多
不
精
純
、
爲
姦
慝
也
。
其
四
、

④
以
糜
費
金
寶
減
耗
課
役
、

爲
損
國
也
。
其
五
、

⑤
以
縱
有
因
緣
（
如
）〔
而
〕
報
善
惡
、
安
能
辛
苦

今
日
之
甲
、
利
益
後
世
之
乙
乎
、
爲
異
人
也
。
今
竝
釋
之
於
下
云
（『
顏

氏
家
訓
』
歸
心
篇
第
十
六
）。

（
��
）　

漢
を
中
國
の
古
典
と
す
る
意
識
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
澔
「
規
範
と

し
て
の
「
古
典
中
國
」―

中
國
國
家
・
社
會
の
規
範
體
系
」（『
日
本
儒

敎
學
會
報
』
一
、
二
〇
一
七
年
）
を
參
照
。

（
��
）　

華
夷
思
想
と
排
佛
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
澔
「
華
夷
に
つ
い

て
」（『
治
亂
の
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
法
政
大
學
出
版
會
、
二
〇
一
七
年
）
を

參
照
。

（
��
）　

森
三
樹
三
郞
『
六
朝
士
大
夫
の
精
神
』（
同
朋
舍
、一
九
八
六
年
）
は
、

こ
れ
を
顏
之
推
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
守
舊
的
な
儒
家
の
立
場
を
取

る
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
さ
え
、
佛
敎
の
三
世
報
應
を
取
り
入
れ
な
け

れ
ば
、
儒
家
の
立
場
を
守
り
通
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
吿
白
し
て
い
る
、

と
理
解
す
る
。

（
��
）　

小
林
正
美
「
顏
延
之
の
儒
佛
一
致
論
に
つ
い
て
」（
前
揭
）
を
參
照
。

（
��
）　

釋
五
曰
。

①
形
體
雖
死
、
精
神
犹
存
。
人
生
在
世
、
望
於
後
身
、
似

不
相
屬
。
乁
其
歿
後
、
則
與
前
身
似
、
犹
老
少
・
朝
夕
耳
。

①
世
有
魂
神
、

示
現
夢
想
、
或
降
童
妾
、
或
感
妻
孥
、
求
索
飮
⻝
、
徵
須
福
祐
、
亦
爲

不
少
矣
。
今
人
貧
賤
・
疾
苦
、
莫
不
怨
尤
前
世
不
修
功
業
。
以
此
而
論
、

安
可
不
爲
之
作
地
乎
。

②
夫
有
子
孫
、
自
是
天
地
閒
、
一
蒼
生
耳
、
何

預
身
事
。

③
而
乃
愛
護
、
遺
其
基
址
。
況
於
己
之
神
爽
、
頓
欲
棄
之
哉
。

　
　
　

凡
夫
蒙
蔽
、
不
見
未
來
。
故
言
彼
生
與
今
非
一
體
耳
。
若
有
天
眼
、

鑒
其
念
念
隨
滅
、
生
生
不
斷
、
豈
可
不
怖
畏
邪
。
又
君
子
處
世
、
貴
能

克
己
復
禮
、
濟
時
益
物
。
治
家
者
、
欲
一
家
之
慶
、
治
國
者
、
欲
一
國

之

。
僕
妾
・
臣
民
、與
身
竟
何

也
。
而
爲
勤
苦
修
德
乎
。
亦
是
堯
舜
・

週
孔
、虛
失
愉
樂
耳
。

④
一
人
修
衟
、濟
度
⺇
許
蒼
生
。
免
脫
⺇
身
罪
累
。

幸
熟
思
之
。
汝
曹
若
觀
俗
計
、
樹
立
門
戶
、
不
棄
妻
子
、
未
能
出
家
、

但
當

修
戒
行
、
留
心
誦
讀
、
以
爲
來
世
津
梁
。
人
生
難
得
、
無
虛
過

也
（『
顏
氏
家
訓
』
歸
心
篇
第
十
六
）。

（
�0
）　

津
田
左
右
吉
「
神
滅
不
滅
の
論
爭
」（『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
十
九

卷
シ
ナ
佛
敎
の
硏
究
、岩
波
書
店
、一
九
六
五
年
）。
な
お
、范
縝
の
「
神

滅
論
」
に
つ
い
て
は
、
蜂
屋
邦
夫
「
范
縝
「
神
滅
論
」
の
思
想
」
に
つ

い
て
」（『
東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要
』
六
一
、
一
九
七
三
年
）
を
參
照
。

（
��
）　

福
永
光
司
「
孫
綽
の
思
想―

東
晉
に
お
け
る
三
敎
交
涉
の
一
形
態
」



東
洋
の
思
想
と
宗
敎　

第
三
十
四
號

（ �� ）

（『
愛
知
學
藝
大
學
硏
究
報
吿
』
一
〇
、
一
九
六
一
年
、『
魏
晉
思
想
史

硏
究
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
に
所
收
）。

（
��
）　

故
①

釋
其
鬚
髮
、變
其
章
服
。…
…
還
照
本
國
、廣
敷
法
音
。父
王
感
悟
、

亦
升
衟
場
。②
以
此
榮

、何
孝
如
之（『
弘
明
集
』卷
三
孫
綽
喩
衟
論
）。

（
��
）　

吉
川
忠
夫
『
弘
明
集
・
廣
弘
明
集
』
大
乘
佛
典
中
國
・
日
本
篇
４
（
中

央
公
論
社
、一
九
八
八
年
）。
ま
た
、吉
川
忠
夫「
六
朝
時
代
に
お
け
る『
孝

經
』
の
受
容
』（『
古
代
文
化
』
一
九―

四
、
二
七―

七
、
一
九
六
七
、

七
五
年
、『
六
朝
精
神
史
硏
究
』
前
揭
に
所
收
）
も
參
照
。
な
お
『
孝
經
』

と
の
關
わ
り
で
慧
遠
が
こ
れ
を
說
明
し
て
い
る
こ
と
は
、牧
田
諦
亮
「
慧

遠
と
そ
の
時
代
」（『Zinbum

』
六
、
一
九
六
二
年
『
中
國
佛
敎
史
硏
究
』

第
一
、
大
東
出
版
社
、
一
九
八
一
年
に
所
收
）
を
參
照
。

（
��
）　

佛
敎
と
孝
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
衟
端
良
秀
『
唐
代
佛
敎
史
の
硏

究
』（
前
揭
）、
吉
川
忠
夫
「
孝
と
佛
敎
」（『
中
國
中
世
社
會
と
宗
敎
』

衟
氣
社
、
二
〇
〇
二
年
）
を
參
照
。

（
��
）　
『
父
母
恩
重
經
』
に
つ
い
て
は
、
池
平
紀
子
「
儒
敎
と
妥
協
し
た
佛

敎―

『
父
母
恩
重
經
』
と
『
提
謂
經
』」（『
知
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
３
激
突

と
調
和―

儒
敎
の
眺
望
』
明
治
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
を
參
照
。

（
��
）　

儒
家
君
子
、尙
離
庖
厨
。
見
其
生
、不
忍
其
死
、聞
其
聲
、不
⻝
其
肉
。

高
柴
・
折
像
、
未
知
內
敎
、
皆
能
不
殺
。
此
乃
仁
者
自
然
用
心
。
含
生

之
徒
、
莫
不
愛
命
。
去
殺
之
事
、
必
勉
行
之
。

①
好
殺
之
人
、
臨
死
報
驗
、

子
孫
殃
禍
、
其
數
甚
多
。
不
能
悉
錄
耳
、
且

②
示
數
條
於
末
（『
顏
氏
家

訓
』
歸
心
篇
第
十
六
）。

（
��
）　

慧
遠
の
三
報
論
に
つ
い
て
は
、
梶
山
雄
一
「
慧
遠
の
報
應
說
と
神
不

滅
論
」（『
慧
遠
硏
究
』
硏
究
篇
、前
揭
）、牧
田
諦
亮
「
慧
遠
と
そ
の
時
代
」

（
前
揭
）、
小
林
正
美
「
廬
山
慧
遠
の
佛
敎
思
想
」（『
六
朝
佛
敎
思
想
の

硏
究
』
前
揭
）
な
ど
を
參
照
。

（
��
）　

山
崎

「
報
應
信
仰
」（『
隋
唐
佛
敎
史
の
硏
究
』
法
藏
館
、
一
九
六

七
年
）。
な
お
、「
冤
魂
志
」
に
つ
い
て
は
、
小
南
一
郞
「
顏
之
推
「
冤

魂
志
」
を
め
ぐ
っ
て―

六
朝
志
怪
小
說
の
性
格
」（『
東
方
學
』
六
五
、

一
九
八
三
年
）、
池
田
恭
哉
「
顏
之
推
に
お
け
る
『
顏
氏
家
訓
』
と
『
冤

魂
志
』」（『
中
國
思
想
史
硏
究
』
三
五
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
も
參
照
。

（
��
）　
「
佛
敎
國
家
」
と
は
、
思
想
內
容
と
し
て
の
體
制
佛
敎
が
成
立
す
る

と
共
に
、
制
度
的
な
佛
敎
一
尊
體
制
が
確
立
し
、
佛
敎
が
中
央
・
地
方

の
官
僚
層
に
受
容
さ
れ
、
佛
敎
的
支
配
が
成
立
し
た
國
家
を
い
う
。
す

で
に
梁
の
武
帝
は
、
天
監
十
六
（
五
一
七
）
年
以
降
、
宗
廟
の
祭
祀
に

犧
牲
を
用
い
る
こ
と
を
廢
止
し
て
餠
と
蔬
果
に
改
め
、
國
家
の
禮
制
を

佛
敎
の
不
殺
生
戒
に
合
わ
せ
て
い
る
。
梁
の
武
帝
の
統
治
と
佛
敎
の
關

係
に
つ
い
て
は
、
森
三
樹
三
郞
『
梁
の
武
帝―

佛
敎
王
朝
の
悲
劇
』（
平

樂
寺
書
店
、一
九
五
六
年
）、牧
田
諦
亮「
梁
の
武
帝
」（『
佛
敎
大
學
學
報
』

一
六
、
一
九
六
七
年
『
中
國
佛
敎
史
硏
究
』
第
一
、
前
揭
に
所
收
）
な

ど
を
參
照
。

（
�0
）　

釋
四
曰
。

①
內
敎
多
途
。
出
家
自
是
其
一
法
耳
。
若
能
誠
孝
在
心
、

仁
惠
爲
本
、
須
逹
・
流
水
、
不
必
剃
落
鬚
髮
、
豈

②
令
罄
井
田
而
起
塔
廟
、

窮
編
戶
以
爲
僧
尼
也
。
皆
由
爲
政
不
能
節
之
、
遂
使
非
法
之
寺
妨
民
稼

穡
、

③
無
業
之
僧
空
國
賦
算
、
非
大
覺
之
本
旨
也
。

　
　
　

抑
又
、
論
之
、
求
衟
者
身
計
也
。
惜
費
者
國
謀
也
。
身
計
・
國
謀
、



顏
之
推
の
佛
敎
信
仰
（
渡
邉
）

（ �� ）

不
可
兩
遂
。
誠
臣
徇
主
而
棄

、
孝
子
安
家
而
忘
國
。
各
有
行
也
。
儒

有
不
屈
王
侯
高
尙
其
事
、
隱
有
讓
王
辭
相
避
世
山
林
。
安
可
計
其
賦
役
、

以
爲
罪
人
。

④
若
能
（
偕
）〔
皆
〕
化
黔
首
悉
入
衟
場
、
如
妙
樂
之
世
・

禳
佉
之
國
、
則
有
自
然
稻
米
・
無
盡
寶
藏
。
安
求
田
蠶
之
利
乎
（『
顏

氏
家
訓
』
歸
心
篇
第
十
六
）。

（
��
）　

北
週
武
帝
の
廢
佛
に
つ
い
て
は
、
野
村
耀
昌
『
週
武
法
難
の
硏
究
』

（
東
出
版
、
一
九
七
六
年
）、
塚
本
善
隆
「
北
週
の
廢
佛
」（『
塚
本
善
隆

著
作
集
』
二
、
大
東
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
を
參
照
。

（
��
）　

吉
川
忠
夫
「
中
國
に
お
け
る
排
佛
論
の
形
成
」（
前
揭
）。

（
��
）　

佐
籘
心
嶽
「
中
國
に
お
け
る
『
觀
無
量
壽
經
疏
』
の
硏
究
」（『
佛
敎

文
化
硏
究
』
二
五
、
一
九
七
九
年
）。

（
��
）　

後
漢
「
儒
敎
國
家
」
に
つ
い
て
は
、渡
邉
義
澔
『
後
漢
に
お
け
る
「
儒

敎
國
家
」
の
成
立
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
を
參
照
。

（
��
）　

隋
の
佛
敎
政
策
に
つ
い
て
は
、
山
崎

『
隋
唐
佛
敎
史
の
硏
究
』（
前

揭
）
を
參
照
。

（
��
）　

四
時
祭
祀
、
週
・
孔
所
敎
、
欲
人
勿
死
其

、
不
忘
孝
衟
也
。
求
諸

內
典
、
則
無
益
焉
。
殺
生
爲
之
、
翻
增
罪
累
。
若
報
罔
極
之
德
、
霜
露

之
悲
、
有
時
齋
供
、
乁
七
月
半
盂
蘭
盆
、
望
於
汝
也
（『
顏
氏
家
訓
』

終
制
篇
第
二
十
）。

（
��
）　

目
連
に
佛
が
七
月
十
五
日
に
盆
に
甘
美
な
供
物
に
よ
り
供
養
す
れ

ば
、
現
世
と
過
去
七
世
の
父
母
を
三
途
の
苦
し
み
か
ら
救
い
出
せ
る
と

說
く
『
佛
說
盂
蘭
盆
經
』
に
つ
い
て
は
、
牧
田
諦
亮
『
疑
經
硏
究
』（
前

揭
）
を
參
照
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
顏
之
推
、
佛
敎
の
中
國
化
、『
顏
氏
家
訓
』


